
令和５年3月30日作成

No 所属 事務の名称 個人情報ファイル名称 利用目的

1 選挙管理委員会 選挙事務 選挙人名簿 選挙事務の適正な執行のため。

2 総務課
ケーブルテレビ利用料

収納事務

利用収納システム

（小笠原村ケーブルテレビ）
ケーブルテレビ利用料金事務に要するため。

3 総務課 ケーブルテレビ配信事務
統合管理システム

（小笠原村ケーブルテレビ）
ケーブルテレビ配信事務に要するため。

4 財政課 財務事務 口座情報登録簿 支払い事務執行のために利用する。

5 財政課 個人住民税賦課事務 個人住民税システム 村民税・都民税の賦課徴収に利用する。

6 財政課 固定資産税賦課事務 固定資産税システム 固定資産税の賦課徴収に利用する。

7 財政課 軽自動車税賦課事務 軽自動車税システム 軽自動車税の賦課徴収に利用する。

8 村民課 住民基本台帳事務 住民記録システム 住民基本台帳事務の適正な執行のために利用する。

9 村民課 戸籍事務 戸籍システム 戸籍事務の適正な執行のために利用する。

10 村民課 印鑑登録管理事務 印鑑登録システム 印鑑登録事務の適正な執行のために利用する。

11 村民課 介護保険事務 介護保険システム 介護保険事務の適正な執行のために利用する。

12 村民課 後期高齢者医療保険事務 後期高齢者医療システム 後期高齢者医療事務の適正な執行のために利用する。

13 村民課 国民年金事務 国民年金システム 国民年金事務の適正な執行のために利用する。

14 村民課 国民健康保険事務 国民健康保険資格管理システム 国民健康保険事務の適正な執行のために利用する。

15 村民課 国民健康保険事務 市町村事務処理標準システム 国民健康保険事務の適正な執行のために利用する。

16 村民課 国民健康保険事務 保険税管理システム 国民健康保険税事務の適正な執行のために利用する。

17 村民課 医療費助成事務 医療助成システム 医療費助成事務の適正な執行のために利用する。

18 村民課 予防接種・母子保健事務 健康管理簿
予防接種、母子保健の適正な実行のため、接種履歴や接

種間隔の確認に利用する。

個人情報ファイル簿一覧
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令和５年3月30日作成

No 所属 事務の名称 個人情報ファイル名称 利用目的

個人情報ファイル簿一覧

19 環境課 廃棄物処理事務 ポンコツ車申込 島外搬出調整のため。

20 環境課 廃棄物処理事務 家電リサイクル 島外搬出調整のため。

21 建設水道課 水道料金等徴収事務 上下水道料金システムデータ 上下水道料金徴収事務に使用。
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＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的
 記録項目
 記録範囲
 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

公職選挙法第24条の規定による異議の申出

 個人情報ファイルの種別

－

小笠原村に住民登録しかつ選挙権を有する者
電子計算機処理
無

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

1 氏名、2 住所、3 性別、4 生年月日

個人情報ファイル簿（単票）

選挙人名簿
小笠原村選挙管理委員会

小笠原村選挙管理委員会事務局

選挙事務の適正な執行のため

1選挙人名簿



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲
 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
☑有  □無

 備考

1氏名、2住所、3電話番号、4利用開始年月日、
5利用終了年月日、6利用料金、7口座情報、
8収納・滞納状況

個人情報ファイル簿（単票）

利用収納システム（小笠原村ケーブルテレビ）
小笠原村長

総務課情報通信係

ケーブルテレビ利用料金事務に要するため。

無

 個人情報ファイルの種別

－

小笠原村ケーブルテレビ利用申請者
電子計算機処理
無

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

2利用収納システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的
 記録項目
 記録範囲
 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
☑有  □無

 備考

1氏名、2住所、3電話番号、4サービス提供状況

個人情報ファイル簿（単票）

統合管理システム（小笠原村ケーブルテレビ）
小笠原村長

総務課情報通信係

ケーブルテレビ配信業務に要するため。

無

 個人情報ファイルの種別

－

小笠原村ケーブルテレビ利用申請者
電子計算機処理
無

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

3統合管理システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的
 記録項目

 記録範囲

 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

無

 個人情報ファイルの種別

－

物品販売・工事等の対価として請求書を提出した者。
助成金・支援金等の請求書を提出した者。等(個人)
電子計算機処理
無

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

1氏名、2住所、3電話番号、4口座情報

個人情報ファイル簿（単票）

口座情報登録簿
小笠原村長

財政課財政係

支払い事務執行のために利用する。

4口座情報登録簿



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5住民日、6死亡
日、7転出日、8世帯情報、9課税情報、10賦課履歴、11
送付先情報、12振替口座情報、13収納滞納情報

個人情報ファイル簿（単票）

個人住民税システム
小笠原村長

財政課

村民税・都民税の賦課徴収に利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

地方税法第２９４条第１項及び第３項の規定に該当する
者
申告書、通知書、届出書、申請書、納付（納入）済通知
書、納付（納入）情報、地方税法に基づく調査、国税徴
収法に基づく調査
地方公共団体情報システム機構、芝税務署長

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

5個人住民税システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5固定資産情報、6
固定資産履歴、7課税情報、8賦課履歴、9送付先情報、
10振替口座情報、11収納滞納情報

個人情報ファイル簿（単票）

固定資産税システム
小笠原村長

財政課

固定資産税の賦課徴収に利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

小笠原村に固定資産を有する者、小笠原村で事業を行っ
ている者
申告書、通知書、報告書、届出書、申請書、登記済通知
書、納付（納入）済通知書、納付（納入）情報、地方税
法に基づく調査、国税徴収法に基づく調査
東京都知事、芝税務署長

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

6固定資産税システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5軽自動車情報、6
軽自動車履歴、7課税情報、8賦課履歴、9送付先情報、
10振替口座情報、11収納滞納情報

個人情報ファイル簿（単票）

軽自動車税システム
小笠原村長

財政課

軽自動車税の賦課徴収に利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

地方税法第４４３条の規定に該当する者
申告書、通知書、届出書、申請書、軽自動車検査情報市
区町村提供システム、軽ＯＳＳ、納付（納入）済通知
書、納付（納入）情報、地方税法に基づく調査、国税徴
収法に基づく調査
軽ＪＮＫＳに接続する自治体、軽自動車検査協会

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

7軽自動車税システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲
 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2生年月日、3性別、4世帯主、5続柄、
6戸籍の表示、7住民となった日、8住所、
9定住日、10個人番号

個人情報ファイル簿（単票）

住民記録システム
小笠原村長

村民課

住民基本台帳事務の適正な執行のために利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

小笠原村に住民登録を有する者
本人、他市町村からの通知等
無

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

8住民記録システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲
 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1本籍、2筆頭者、3氏名、4生年月日、5性別、6父母、7
続柄、8個人事項欄の異動事由

個人情報ファイル簿（単票）

戸籍システム
小笠原村長

村民課住民係

戸籍事務の適正な執行のために利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

小笠原村に本籍を有する者
本人、他市町村からの通知等
無

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

9戸籍システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的
 記録項目
 記録範囲
 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5印影

個人情報ファイル簿（単票）

印鑑登録システム
小笠原村長

村民課住民係

印鑑登録事務の適正な執行のために利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

印鑑登録申請をした者
本人
無

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

10印鑑登録システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2生年月日、3性別、4住所、5被保険者番号、6
個人区分、7個人番号、8資格情報、9納付情報、10認認
定情報、11受給情報、12給付情報

個人情報ファイル簿（単票）

介護保険システム
小笠原村長

村民課

介護保険事務の適正な執行のために利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

６５歳以上の方・４０歳から６４歳までの介護保険認定
申請をした方・住所地特例施設入所の方
住民基本台帳システムと連動、各種申請・届出、他市町
村からの通知等
東京都国民健康保険団体連合会

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

11介護保険システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2生年月日、3性別、4住所、5被保険者番号、6
個人番号、7世帯番号、8資格情報、9賦課情報、10収納
滞納情報

個人情報ファイル簿（単票）

後期高齢者医療システム
小笠原村長

村民課

後期高齢者医療事務の適正な執行のために利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

後期高齢者医療被保険者及び同一世帯員
住民基本台帳システムと連動、東京都後期高齢者医療広
域連合との連動、各種申請・届出
東京都後期高齢者医療広域連合

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

12後期高齢システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2生年月日、3性別、4住所、5個人番号、6基礎
年金番号、7続柄、8異動事由、9取得・喪失情報、10付
加情報、11免除情報、12納付・還付情報、13受給情報

個人情報ファイル簿（単票）

国民年金システム
小笠原村長

村民課

国民年金事務の適正な執行のために利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

国民年金加入者及び国民年金加入者であった者
住民基本台帳システムと連動、各種届出、日本年金機構
からの提供
日本年金機構

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

13国民年金システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2生年月日、3性別、4資格取得日、
5住所、6国民健康保険の資格に関するもの

個人情報ファイル簿（単票）

国民健康保険資格管理システム
小笠原村長

村民課

国民健康保険事務の適正な執行のために利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

国民健康保険の資格を有する者及び有していた者
本人から提出された国民健康保険に関する届出書、申請
書
市区町村、医療機関、審査支払機関

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

14国民健康保険資格管理システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的
 記録項目
 記録範囲
 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2生年月日、3性別、4資格取得日、5住所

個人情報ファイル簿（単票）

市町村事務処理標準システム
小笠原村長

村民課

国民健康保険事務の適正な執行のために利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

国民健康保険の資格を有する者及び有していた者
本人からの届出
村民課住民係

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

15市町村事務処理標準システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

 1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5電話番号、6個人
詳細、7住所氏名履歴、8電話催告、9世帯・関連者、11
所得、11調定年度、12通知書番号、13納期限、14調定
額、15記録、16収納滞納情報

個人情報ファイル簿（単票）

保険税管理システム
小笠原村長

村民課

国民健康保険事務の適正な執行のために利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

国民健康保険税を賦課された者
住民税申告及び国民健康保険税に係る所得申告書、納税
義務者との面談、納付記録
無

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

16保険税管理システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲
 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5世帯主名、
6加入健康保険情報、7前年度所得情報

個人情報ファイル簿（単票）

医療助成システム
小笠原村長

村民課住民係

医療費助成事務の適正な執行のために利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

医療費助成制度交付申請書を提出した者
本人、他市町村からの通知等
無

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

17医療助成システム



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲
 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

☑法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2性別、3生年月日、4月齢、5住所、6接種種
類、7定期回数、8ワクチン名、9除外情報、10接種可能
となる日、11接種可能な最終日、12接種日

個人情報ファイル簿（単票）

健康管理簿
小笠原村長

村民課福祉係

予防接種、母子保健の適正な実行のため、接種履歴や接
種間隔の確認に利用する。

無

 個人情報ファイルの種別

－

定期予防接種者、新型コロナワクチン接種者
定期接種予診票の入力、VRS（コロナワクチン）による。

無
 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

18健康管理簿



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲
 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

☐法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2住所、3電話番号、4車両持込者、5車両解体日
の連絡先、6車両メーカー、7車体番号、8車両種別、9車
両排気量、10車両名、11車両の色、12フロンエアバッ
クの有無、13車両の大きさ、14車検残存期間、15ナン
バー、16リサイクル番号、17海上運搬料金等

個人情報ファイル簿（単票）

ポンコツ車申込
小笠原村長

環境課

島外搬出調整のため。

無

 個人情報ファイルの種別

－

自動車リサイクル申請書を提出した者（平成25年度以降）
本人
無

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

19ポンコツ車申込



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲

 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

☐法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2電話番号、3家電リサイクル券等番号、4家電の
種類、5家電リサイクル料金、6内地陸送運搬料金、
7家電のサイズ、8家電のメーカー名

個人情報ファイル簿（単票）

家電リサイクル
小笠原村長

環境課

島外搬出調整のため。

無

 個人情報ファイルの種別

－

家電リサイクルのため島外搬出を申し込んだ者（平成19
年度以降）
本人
無

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

20家電リサイクル



＜標準様式第１ー５＞

 個人情報ファイルの名称
 行政機関等の名称
 個人情報ファイルが利用に
 供される事務をつかさどる
 組織の名称
 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲
 記録情報の収集方法
 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他の
 法令の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当
するファイル
□有  ☑無

 備考

1氏名、2住所、3電話番号、4水道使用量、
5金融機関口座番号（口座振替対象者のみ）

個人情報ファイル簿（単票）

上下水道料金システムデータ
小笠原村長

建設水道課・母島支所

上下水道料金徴収事務に使用

無

 個人情報ファイルの種別

－

小笠原村において上下水道を使用する者
上下水道の使用者または所有者からの申請
検針業務受託業者（金融機関口座番号を除く）

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名称） 小笠原村総務課情報通信係
（所在地）〒100‑2101東京都小笠原村父島字西町

21上下水道料金システムデータ


